
プレスリリース 

平成３１年２月２８日 

 

－ 審査事務規程の一部改正について（第 21 次改正）－ 

独立行政法人自動車技術総合機構は、独立行政法人自動車技術総合機構法（平成

11 年法律第 218 号）第 13 条第 1項の規定に基づく審査事務の実施に関する規程（審

査事務規程）の一部改正を行い、平成 31 年 4 月 1 日から施行します。 

 
主な改正の概要は、次のとおりです。 

 
１．道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619

号）等の一部改正に伴う改正 

○ 二輪自動車等のすれ違い用前照灯に係る前照灯試験機による審査方法

[7-62,8-62,7-63,8-63] 

協定規則第 98 号（放電灯式前照灯）、第 112 号（非対称配光型前照灯）及び

第 113 号（対称配光型前照灯）において、二輪自動車等の前照灯に関するすれ

違い用前照灯が協定規則の主な要件となっていることを踏まえ、現在の走行用

前照灯による審査方法から協定規則の要件を考慮したすれ違い用前照灯によ

る審査方法へと変更します。 

またこれに際し、現在使用している走行用前照灯試験機を用いてすれ違い用

前照灯の審査を手動で行なえるよう審査方法を定めます。 

なお、すれ違い用前照灯による審査方法に対応した前照灯試験機の体制整備

が整うまでの当分の間、走行用前照灯（従前）による審査でもよいこととしま

す。 

 

○ 自動車の用途等の変更に伴う技術基準等の適合性書面審査[別添 2] 

新規検査※、予備検査※及び構造等変更検査において、自動車の用途（乗車

定員、車両総重量、自動車の種別）の変更を行うことにより当該自動車に係る保

安基準の適用が異なり改めて保安基準の審査が必要となる場合には、検査に先立

って、受検予定の事務所等に事前に申請者から必要な書面の提出を義務付け、審

査を行うこととします。 

また、当該申請を行う自動車であって、構造・装置が同一である複数台数の自

動車について検査の申請を行う場合においては、申請者の負担等を考慮し、代表

車両一台を地方検査部に申請し、当該地方検査部が審査した結果をもって他の車

両の検査の際に事前提出書面審査を省略することが可能とします。 

※新車に係るものは実施済み。 

２．その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 

 

審査事務規程の全文は当機構ホームページに掲載しています。 

（https://www.naltec.go.jp/） 
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